
昭和⼆⼗⼆年法律第百六⼗四号
児童福祉法
第⼆章 福祉の保障

第五節 障害児相談⽀援給付費及び特例障害児相談⽀援給付費の⽀給

第⼆款 指定障害児相談⽀援事業者

第⼆⼗四条の⼆⼗⼋ 第⼆⼗四条の⼆⼗六第⼀項第⼀号の指定障害児相談⽀援事業者の指定
は、内閣府令で定めるところにより、総合的に障害者の⽇常⽣活及び社会⽣活を総合的に
⽀援するための法律第五条第⼗⼋項に規定する相談⽀援を⾏う者として内閣府令で定める
基準に該当する者の申請により、障害児相談⽀援事業を⾏う事業所（以下「障害児相談⽀
援事業所」という。）ごとに⾏う。
② 第⼆⼗⼀条の五の⼗五第三項（第四号、第⼗⼀号及び第⼗四号を除く。）の規定は、第
⼆⼗四条の⼆⼗六第⼀項第⼀号の指定障害児相談⽀援事業者の指定について準⽤する。こ
の場合において、第⼆⼗⼀条の五の⼗五第三項第⼀号中「都道府県の条例で定める者」と
あるのは、「法⼈」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第⼆⼗四条の⼆⼗九 第⼆⼗四条の⼆⼗六第⼀項第⼀号の指定は、六年ごとにその更新を受
けなければ、その期間の経過によつて、その効⼒を失う。
② 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間（以下この条において「指定の有
効期間」という。）の満了の⽇までにその申請に対する処分がされないときは、従前の指
定は、指定の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効⼒を有する。
③ 前項の場合において、指定の更新がされたときは、その指定の有効期間は、従前の指定
の有効期間の満了の⽇の翌⽇から起算するものとする。
④ 前条の規定は、第⼀項の指定の更新について準⽤する。この場合において、必要な技術
的読替えは、政令で定める。

第⼆⼗四条の三⼗ 指定障害児相談⽀援事業者は、障害児が⾃⽴した⽇常⽣活⼜は社会⽣活
を営むことができるよう、障害児及びその保護者の意思をできる限り尊重するとともに、
⾏政機関、教育機関その他の関係機関との緊密な連携を図りつつ、障害児相談⽀援を当該
障害児の意向、適性、障害の特性その他の事情に応じ、常に障害児及びその保護者の⽴場
に⽴つて効果的に⾏うように努めなければならない。
② 指定障害児相談⽀援事業者は、その提供する障害児相談⽀援の質の評価を⾏うことその
他の措置を講ずることにより、障害児相談⽀援の質の向上に努めなければならない。
③ 指定障害児相談⽀援事業者は、障害児の⼈格を尊重するとともに、この法律⼜はこの法
律に基づく命令を遵守し、障害児及びその保護者のため忠実にその職務を遂⾏しなければ
ならない。

第⼆⼗四条の三⼗⼀ 指定障害児相談⽀援事業者は、当該指定に係る障害児相談⽀援事業所
ごとに、内閣府令で定める基準に従い、当該指定障害児相談⽀援に従事する従業者を有し
なければならない。
② 指定障害児相談⽀援事業者は、内閣府令で定める指定障害児相談⽀援の事業の運営に関
する基準に従い、指定障害児相談⽀援を提供しなければならない。
③ 指定障害児相談⽀援事業者は、次条第⼆項の規定による事業の廃⽌⼜は休⽌の届出をし
たときは、当該届出の⽇前⼀⽉以内に当該指定障害児相談⽀援を受けていた者であつて、
当該事業の廃⽌⼜は休⽌の⽇以後においても引き続き当該指定障害児相談⽀援に相当する



⽀援の提供を希望する者に対し、必要な障害児相談⽀援が継続的に提供されるよう、他の
指定障害児相談⽀援事業者その他関係者との連絡調整その他の便宜の提供を⾏わなければ
ならない。

第⼆⼗四条の三⼗⼆ 指定障害児相談⽀援事業者は、当該指定に係る障害児相談⽀援事業所
の名称及び所在地その他内閣府令で定める事項に変更があつたとき、⼜は休⽌した当該指
定障害児相談⽀援の事業を再開したときは、内閣府令で定めるところにより、⼗⽇以内
に、その旨を市町村⻑に届け出なければならない。
② 指定障害児相談⽀援事業者は、当該指定障害児相談⽀援の事業を廃⽌し、⼜は休⽌しよ
うとするときは、内閣府令で定めるところにより、その廃⽌⼜は休⽌の⽇の⼀⽉前まで
に、その旨を市町村⻑に届け出なければならない。

第⼆⼗四条の三⼗三 市町村⻑は、指定障害児相談⽀援事業者による第⼆⼗四条の三⼗⼀第
三項に規定する便宜の提供が円滑に⾏われるため必要があると認めるときは、当該指定障
害児相談⽀援事業者その他の関係者相互間の連絡調整⼜は当該指定障害児相談⽀援事業者
その他の関係者に対する助⾔その他の援助を⾏うことができる。

第⼆⼗四条の三⼗四 市町村⻑は、必要があると認めるときは、指定障害児相談⽀援事業者
若しくは指定障害児相談⽀援事業者であつた者若しくは当該指定に係る障害児相談⽀援事
業所の従業者であつた者（以下この項において「指定障害児相談⽀援事業者であつた者
等」という。）に対し、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提⽰を命じ、
指定障害児相談⽀援事業者若しくは当該指定に係る障害児相談⽀援事業所の従業者若しく
は指定障害児相談⽀援事業者であつた者等に対し出頭を求め、⼜は当該職員に、関係者に
対し質問させ、若しくは当該指定障害児相談⽀援事業者の当該指定に係る障害児相談⽀援
事業所、事務所その他指定障害児相談⽀援の事業に関係のある場所に⽴ち⼊り、その設備
若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
② 第⼗九条の⼗六第⼆項の規定は前項の規定による質問⼜は検査について、同条第三項の
規定は前項の規定による権限について準⽤する。

第⼆⼗四条の三⼗五 市町村⻑は、指定障害児相談⽀援事業者が、次の各号に掲げる場合に
該当すると認めるときは、当該指定障害児相談⽀援事業者に対し、期限を定めて、当該各
号に定める措置をとるべきことを勧告することができる。
⼀ 当該指定に係る障害児相談⽀援事業所の従業者の知識若しくは技能⼜は⼈員について
第⼆⼗四条の三⼗⼀第⼀項の内閣府令で定める基準に適合していない場合 当該基準を
遵守すること。

⼆ 第⼆⼗四条の三⼗⼀第⼆項の内閣府令で定める指定障害児相談⽀援の事業の運営に関
する基準に従つて適正な指定障害児相談⽀援の事業の運営をしていない場合 当該基準
を遵守すること。

三 第⼆⼗四条の三⼗⼀第三項に規定する便宜の提供を適正に⾏つていない場合 当該便
宜の提供を適正に⾏うこと。

② 市町村⻑は、前項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた指定障害児
相談⽀援事業者が、同項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することが
できる。
③ 市町村⻑は、第⼀項の規定による勧告を受けた指定障害児相談⽀援事業者が、正当な理
由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該指定障害児相談⽀援事業者に
対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
④ 市町村⻑は、前項の規定による命令をしたときは、その旨を公⽰しなければならない。



第⼆⼗四条の三⼗六 市町村⻑は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該指
定障害児相談⽀援事業者に係る第⼆⼗四条の⼆⼗六第⼀項第⼀号の指定を取り消し、⼜は
期間を定めてその指定の全部若しくは⼀部の効⼒を停⽌することができる。
⼀ 指定障害児相談⽀援事業者が、第⼆⼗四条の⼆⼗⼋第⼆項において準⽤する第⼆⼗⼀
条の五の⼗五第三項第五号、第五号の⼆⼜は第⼗三号のいずれかに該当するに⾄つたと
き。

⼆ 指定障害児相談⽀援事業者が、第⼆⼗四条の三⼗第三項の規定に違反したと認められ
るとき。

三 指定障害児相談⽀援事業者が、当該指定に係る障害児相談⽀援事業所の従業者の知識
若しくは技能⼜は⼈員について、第⼆⼗四条の三⼗⼀第⼀項の内閣府令で定める基準を
満たすことができなくなつたとき。

四 指定障害児相談⽀援事業者が、第⼆⼗四条の三⼗⼀第⼆項の内閣府令で定める指定障
害児相談⽀援の事業の運営に関する基準に従つて適正な指定障害児相談⽀援の事業の運
営をすることができなくなつたとき。

五 障害児相談⽀援給付費の請求に関し不正があつたとき。
六 指定障害児相談⽀援事業者が、第⼆⼗四条の三⼗四第⼀項の規定により報告⼜は帳簿
書類その他の物件の提出若しくは提⽰を命ぜられてこれに従わず、⼜は虚偽の報告をし
たとき。

七 指定障害児相談⽀援事業者⼜は当該指定に係る障害児相談⽀援事業所の従業者が、第
⼆⼗四条の三⼗四第⼀項の規定により出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定によ
る質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、⼜は同項の規定による⽴⼊り若し
くは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、当該指定に係る障害児相談⽀
援事業所の従業者がその⾏為をした場合において、その⾏為を防⽌するため、当該指定
障害児相談⽀援事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

⼋ 指定障害児相談⽀援事業者が、不正の⼿段により第⼆⼗四条の⼆⼗六第⼀項第⼀号の
指定を受けたとき。

九 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談⽀援事業者が、この法律その他国⺠の福
祉に関する法律で政令で定めるもの⼜はこれらの法律に基づく命令若しくは処分に違反
したとき。

⼗ 前各号に掲げる場合のほか、指定障害児相談⽀援事業者が、障害児相談⽀援に関し不
正⼜は著しく不当な⾏為をしたとき。

⼗⼀ 指定障害児相談⽀援事業者の役員⼜は当該指定に係る障害児相談⽀援事業所を管理
する者その他の政令で定める使⽤⼈のうちに指定の取消し⼜は指定の全部若しくは⼀部
の効⼒の停⽌をしようとするとき前五年以内に障害児相談⽀援に関し不正⼜は著しく不
当な⾏為をした者があるとき。

第⼆⼗四条の三⼗七 市町村⻑は、次に掲げる場合には、その旨を公⽰しなければならな
い。
⼀ 第⼆⼗四条の⼆⼗六第⼀項第⼀号の指定障害児相談⽀援事業者の指定をしたとき。
⼆ 第⼆⼗四条の三⼗⼆第⼆項の規定による事業の廃⽌の届出があつたとき。
三 前条の規定により指定障害児相談⽀援事業者の指定を取り消したとき。


